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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡的乳頭切開術を行う際に十二指腸乳頭部
の切開すべき位置まで鋏部を適切に案内することができ
る手術用鋏を提供する。
【解決手段】鋏部１を案内するためのガイドワイヤー５
と操作ワイヤー６とが挿通されている手術用鋏であり、
鋏部１が、基片２と、鋏片３と、開閉機構部と、取付軸
４とを有しており、基片２は、第１の刃部２ａを有して
いるとともに、その内部にはガイドワイヤー５を挿通す
るためのガイドワイヤー収容部２ｂが設けられており、
鋏片３は、第２の刃部３ａを有しており、操作ワイヤー
６によって鋏片３の基端部に駆動力を付与されて、その
先端部が基片２に対して開閉操作され、開閉機構部は、
進退部と、リンク片１５ｂとからなり、取付軸４は、基
片２に対して鋏片３の基端部を取り付けるための回動軸
であって、基片２に対して鋏片３を片開きで開閉可能に
連結している。
【選択図】図６



(2) JP 3211674 U 2017.7.27

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡スコープに設けられている鉗子孔に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与し
て把持しながら切開する内視鏡的乳頭切開術用の手術用鋏であって、術者が所望する位置
に鋏部を案内するためのガイドワイヤーと操作ワイヤーとが該手術用鋏を形成する挿入部
内に挿通されているモノポーラ型の手術用鋏であり、該挿入部の先端部に配設される該鋏
部が、基片と、鋏片と、開閉機構部と、取付軸とを有しており、該基片は、棒状の部材で
あって、その外面に導電性を有する第１の刃部を有しているとともに、その内部には該基
片の長さ方向の全長に亘って該ガイドワイヤーを挿通するためのガイドワイヤー収容部が
設けられており、該鋏片は、棒状の部材であって、これを該基片に対して閉じた状態にし
た際に該第１の刃部に対向する位置の外面に導電性を有する第２の刃部を有しており、該
操作ワイヤーによって該鋏片の基端部に駆動力を付与されて、その先端部が該基片に対し
て開閉操作され、該開閉機構部は、進退部と、リンク片とからなり、該操作ワイヤーの鋏
部側には該進退部が一体的に連結されており、該進退部には該リンク片が回動可能に連結
されていて、該リンク片には該鋏片の基端部が回動可能に連結されており、該取付軸は、
該基片に対して該鋏片の基端部を取り付けるための回動軸であって、該基片に対して該鋏
片を片開きで開閉可能に連結していることを特徴とする手術用鋏。
【請求項２】
請求項１に記載した手術用鋏であって、前記基片の内の前記第１の刃部を除く外面の全部
又は一部及び／又は前記鋏片の内の前記第２の刃部を除く外面の全部又は一部に電気絶縁
性を具備させることを特徴とする手術用鋏。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、内視鏡スコープに設けられている鉗子孔に挿通させて使用し、病変組織等の生
体組織に剪断力を付与して把持しながら切開する手術用鋏に関し、特に内視鏡的乳頭切開
術（Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　Ｓｐｈｉｎｃｔｅｒｏｔｏｍｙ［略称ＥＳＴ］）において用
いるための手術用鋏に関する。
【背景技術】
【０００２】
まず、総胆管結石（Ｙ）について、図１に基づいて説明すると、胆汁は、肝臓（Ｄ）で生
成され、胆嚢（Ｅ）に一時蓄えられるとともに濃縮された後、総胆管（Ｆ）を通って、十
二指腸（Ｃ）へと流出する。胆石（Ｘ）は、胆汁に含まれるコレステロールやビリルビン
等が結晶化又は沈殿して固形化するものである。胆石が胆嚢（Ｅ）にあるときは胆嚢結石
と呼び、胆石が肝臓（Ｄ）内の胆管にあるときは肝内結石と呼ぶが、胆石が総胆管（Ｆ）
内で形成されたり、あるいは胆嚢（Ｅ）内で形成された結石が総胆管（Ｆ）内へと流出し
たりすることもあり、これらを総胆管結石（Ｙ）と呼んでいる。
【０００３】
図１に図示するように、上記のような総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）を塞いでしまうこ
とで胆管閉塞を生じ、患者は上腹部の痛み、吐き気、食欲不振等といった各種の症状を呈
するが、総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）に嵌り込んでいない場合は患者に何らの症状も
見受けられないこともある。しかしながら、総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）を塞いでし
まうと、大腸菌等の細菌が感染して総胆管（Ｆ）に炎症を生じさせ、患者は発熱、悪寒、
黄疸、褐色尿等といった各種の症状を呈し、胆管炎を生じる。また、細菌が血液中に拡が
ると敗血症を生じ、意識障害等を伴って患者を死に至らしめることもある。
【０００４】
更に、図１に図示するように、総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ）側の出口には膵臓（Ｈ）で
生成された膵液を十二指腸（Ｃ）へと流出させるための膵管（Ｉ）も合流しているため、
総胆管（Ｆ）の十二指腸側（Ｃ）の出口にある突起即ち十二指腸乳頭部（Ｇ）に総胆管結
石（Ｙ）が嵌り込むと、膵臓（Ｈ）に炎症を生じさせ、急性膵炎を発症することもある。
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【０００５】
そこで、図２に図示するように、従来、上記の総胆管結石（Ｙ）を除去する際の手術方法
の１つとして、内視鏡的乳頭切開術が行われている。この手術方法を説明すると、まず、
手術医等の術者は、患者の口腔から、食道（Ａ）、胃（Ｂ）を介して十二指腸（Ｃ）まで
内視鏡スコープ（Ｐ）を挿入し、内視鏡スコープ（Ｐ）の先端から総胆管（Ｆ）内へとカ
テーテルを挿入して造影剤を注入し、総胆管（Ｆ）の内部形状等を観察する。次に、術者
は、内視鏡スコープ（Ｐ）の先端部に備えられている内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて内視
鏡システム本体に備えられている手術用モニターに映し出される映像を視認しながら、内
視鏡レンズ（Ｐ１）の近傍にある鉗子孔（Ｐ２）から総胆管（Ｆ）内へとガイドワイヤー
（Ｒ）によって案内しながらＥＳＴ用ナイフ（Ｑ）を挿入し、これを弓状にしならせて刃
部をケースから露出させ、十二指腸乳頭部（Ｇ）に刃部を当てて適当な深さに切開し、総
胆管結石（Ｙ）を取り出せるように総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ）側の出口を切り広げる
。ここで、総胆管結石（Ｙ）が大きい場合には、回収し易いようにこれを砕石用バスケッ
ト等の各種の砕石具を使用して破砕することもある。そして、術者は、上記のようにして
切り広げられた十二指腸乳頭部（Ｇ）から手術用バスケット等の専用処置具を総胆管（Ｆ
）内に挿入して、総胆管結石（Ｙ）を総胆管（Ｆ）から回収し除去するのである。
【０００６】
ところが、上記の手術方法では、術者が内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて映し出される映像
を視認することで十二指腸乳頭部（Ｇ）を切開しているところ、特に内視鏡レンズ（Ｐ１
）の視野に死角が生じてしまうと、切開すべき位置を十分に確認することができないまま
ＥＳＴ用ナイフ（Ｑ）によって十二指腸乳頭部（Ｇ）を切開することになる。特に、患者
が高齢者の場合は、臓器の壁が一部突出する憩室を生じることが多いため、憩室によって
臓器の形状が変わってしまうことにより、このような問題の発生する可能性が一層高くな
る。また、ＥＳＴ用ナイフ（Ｑ）は術者がこれを操作することが難しく、不適切な位置を
誤って切開してしまうことにつながっていた。更に、上記のような各種の臓器がその内容
物を移動させるべく収縮する運動である蠕動運動が生じると切開すべき位置も動いてしま
い、不適切な位置を誤って切開してしまうことにつながっていた。
【０００７】
上記のように、術者が十二指腸乳頭部（Ｇ）を適切な深さで切開することができず、十二
指腸乳頭部（Ｇ）の切開が浅過ぎたり短か過ぎたりすると、総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ
）側の出口を十分に切り広げることができず、速やかに総胆管結石（Ｙ）を取り出せなく
なったり、あるいは嵌頓して取り出せなくなったりして、ひいては外科的開腹術による総
胆管結石（Ｙ）の除去に至るおそれもある。反対に、十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開が深過
ぎると、内部の血管まで切断してしまい大出血を引き起こしたり、後腹膜まで穿孔したり
するおそれがある。
【０００８】
また、ＥＳＴ用ナイフ（Ｑ）によって十二指腸乳頭部（Ｇ）を切開すると、当然のことな
がらその切り口から出血することになるが、切開する位置が不適切である等のため大量に
出血することになると、本来は低侵襲な内視鏡的乳頭切開術であるにも拘らず、それが高
侵襲なものになってしまうことになる。そのため、術者がＥＳＴ用ナイフ（Ｑ）によって
十二指腸乳頭部（Ｇ）を切開することには、その安全性ないし確実性に問題があった。
【０００９】
ここで、内視鏡スコープに設けられている鉗子孔に挿通させて使用し、生体組織に剪断力
を付与して把持しながら切開する手術用鋏が提案されてきた。このような手術用鋏として
は、例えば、体内に挿入される可撓管と、前記可撓管に挿通された操作線と、前記操作線
の先端部に配置され回動軸により互いに開閉可能に軸支された一対の鋏片を備える処置部
と、前記可撓管の基端部に付設され前記操作線を操作して前記一対の鋏片を開閉する操作
部とを有する手術用鋏（例えば、下記の特許文献１を参照）、あるいは内視鏡の鉗子孔に
挿入して用いられて生体組織を切開する内視鏡用鋏であって、互いに対向して重ね合わさ
れ、重ね方向に延在する回動軸により開閉可能に軸支されているとともに、前記生体組織
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を把持して切開する刃部をそれぞれ有する一対の鋏片と、前記鋏片の基端部に駆動力を付
与して前記鋏片の先端部を開閉操作する操作ワイヤとを備える手術用鋏（例えば、下記の
特許文献２を参照）が提案されている。
【００１０】
また、先端と後端と長手軸とを有するシースと、前記シース内に進退自在に設けられた操
作ワイヤと、前記シース先端から前記長手軸先端方向に延在する第一の把持部と、前記操
作ワイヤに接続され、前記操作ワイヤを前記シースに対して進退操作することで、基端側
を回転中心として、前記第一の把持部に近接する方向および離間する方向に移動可能な第
二の把持部と、前記第一の把持部上であって前記第二の把持部と対向する面に設けられた
第一の電極と、前記第一の把持部の先端から所定距離基端側へ後退した位置を回動中心と
して前記第二の把持部を片開きさせる開閉機構を備え、前記開閉機構は、前記回動中心を
中心に前記第二の把持部を前記第一の把持部に対して鈍角になる開き角で片開きさせる内
視鏡用高周波処置具（例えば、下記の特許文献３を参照。）も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１６－８７１７１号公報
【特許文献２】特開２０１６－８７４４９号公報
【特許文献３】特開２０１１－２１２３１５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１２】
確かに、上記の従来技術に係る手術用鋏を用いれば、該鋏部によって挟み込まれている箇
所を切開することになるため、術者は内視鏡スコープ（Ｐ）の先端部に備えられている内
視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて内視鏡システム本体に備えられている手術用モニターに映し
出される映像を視認するだけでなく、該鋏部によって切開される位置を直感的に把握する
ことができる。また、該鋏部によって挟み込まれている箇所を切開することになるため、
不適切な位置を誤って切開してしまうことも少ない。更に、該鋏部によって挟み込まれて
いるため、蠕動運動により切開すべき位置が動いたとしても、不適切な位置を誤って切開
してしまうことを防止できる。
【００１３】
そして、上記の従来技術に係る手術用鋏を用いれば、第二の把持部が常に切開方向に向い
て配置されるため、切開時に生体組織の切開方向が組織深層（筋層）方向に向けられそう
になると、第二の把持部が生体組織からの反力を受けてこれが阻止されるため、局所的に
突起した生体組織を切開する場合に、突起した生体組織を周囲の生体組織と平行方向に切
開でき、切開のコントロール性を向上できるため、生体組織を安全にかつ適切な深さで切
開することができる（例えば、上記の特許文献３を参照。）。また、このような手術用鋏
を用いれば、高周波電圧を印加することによって、切開するのと同時に切り開いた箇所を
焼灼して凝固させることによって出血を防止することができる（例えば、上記の特許文献
３を参照。）。
【００１４】
しかしながら、上記の従来技術に係る手術用鋏は、十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開すべき位
置まで該鋏部を適切に案内するための仕組みを有していないため、必ずしも前述のような
内視鏡的乳頭切開術に用いるために適した構造とはなっていなかったという問題があった
。
【００１５】
そこで、本考案が解決しようとする第１の課題は、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられてい
る鉗子孔（Ｐ２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開す
る手術用鋏につき、十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開すべき位置まで該鋏部を適切に案内する
ことができる内視鏡的乳頭切開術用の手術用鋏を提供することにある。
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【００１６】
また、上記の手術用鋏における鋏部は、高周波電圧によって印加されているところ、術者
が誤って切開する対象ではない生体組織に接触させた際に、患者に火傷を負わせてしまう
おそれがあった。
【００１７】
そこで、本考案が解決しようとする第２の課題は、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられてい
る鉗子孔（Ｐ２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開す
る手術用鋏につき、術者が切開する対象でない生体組織に該鋏部を接触させた際も、患者
に火傷を負わせてしまうおそれを低減することができる内視鏡的乳頭切開術用の手術用鋏
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
本考案は、上記の各課題を解決するために提案されたものであり、以下の構成を有するも
のである。以下では、本考案の構成を理解することを補助するために、本願に添付した図
面に表示した番号及び符号をあわせて記載する。
【００１９】
請求項１に係る手術用鋏（１０）は、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられている鉗子孔（Ｐ
２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開する内視鏡的乳
頭切開術用の手術用鋏であって、術者が所望する位置に鋏部（１）を案内するためのガイ
ドワイヤー（５）と操作ワイヤー（６）とが手術用鋏（１０）を形成する挿入部（１２）
内に挿通されているモノポーラ型の手術用鋏であり、挿入部（１２）の先端部に配設され
る鋏部（１）が、基片（２）と、鋏片（３）と、開閉機構部（１５）と、取付軸（４）と
を有しており、基片（２）は、棒状の部材であって、その外面に導電性を有する第１の刃
部（２ａ）を有しているとともに、その内部には基片（２）の長さ方向の全長に亘ってガ
イドワイヤー（５）を挿通するためのガイドワイヤー収容部（２ｂ）が設けられており、
鋏片（３）は、棒状の部材であって、これを基片（２）に対して閉じた状態にした際に第
１の刃部（２ａ）に対向する位置の外面に導電性を有する第２の刃部（３ａ）を有してお
り、操作ワイヤー（６）によって鋏片（３）の基端部に駆動力を付与されて、その先端部
が基片（２）に対して開閉操作され、開閉機構部（１５）は、進退部（１５ａ）と、リン
ク片（１５ｂ）とからなり、操作ワイヤー（６）の鋏部（１）側には進退部（１５ａ）が
一体的に連結されており、進退部（１５ａ）にはリンク片（１５ｂ）が回動可能に連結さ
れていて、リンク片（１５ｂ）には鋏片（３）の基端部が回動可能に連結されており、取
付軸（４）は、基片（２）に対して鋏片（３）の基端部を取り付けるための回動軸であっ
て、基片（２）に対して鋏片（３）を片開きで開閉可能に連結している。
【００２０】
請求項２に係る手術用鋏（１０）は、請求項１に記載した手術用鋏であって、基片（２）
の内の第１の刃部（２ａ）を除く外面の全部又は一部及び／又は鋏片（３）の内の第２の
刃部（３ａ）を除く外面の全部又は一部に電気絶縁性を具備させる。
【考案の効果】
【００２１】
本考案に係る手術用鋏（１０）の構造は、上記の通りの構成であるから、以下のような効
果を奏することができる。
【００２２】
まず、請求項１に記載した手術用鋏（１０）は、基片（２）の内部にその長さ方向の全長
に亘ってガイドワイヤー収容部（２ｂ）が設けられており、ここにガイドワイヤー（５）
を挿通することができるため、総胆管（Ｆ）内へと挿入したガイドワイヤー（５）に沿っ
て十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開すべき位置まで鋏部（１）を適切に案内することができる
。
【００２３】
従って、請求項１に記載した手術用鋏は、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられている鉗子孔
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（Ｐ２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開する手術用
鋏につき、十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開すべき位置まで該鋏部を適切に案内することがで
きる内視鏡的乳頭切開術用の手術用鋏を提供するという本考案の第１の課題を解決するこ
とができる。
【００２４】
また、請求項２に記載した手術用鋏（１０）は、基片（２）において通電する第一の刃部
（２ａ）を除く外面の全部又は一部及び／又は鋏片（３）において通電する第二の刃部（
３ａ）を除く外面の全部又は一部が電気絶縁性を具備させている。
【００２５】
従って、請求項２に記載した手術用鋏は、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられている鉗子孔
（Ｐ２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開する手術用
鋏につき、術者が誤って切開する対象でない生体組織に該鋏部を接触させてしまった際も
、患者に火傷を負わせてしまうおそれを低減することができる内視鏡的乳頭切開術用の手
術用鋏を提供するという本考案が解決しようとする第２の課題も解決することができる。
【００２６】
もちろん、請求項１又は２に記載した手術用鋏（１０）を用いれば、鋏部（１）によって
挟み込まれている箇所を切開することになるため、術者は内視鏡スコープ（Ｐ）の先端部
に備えられている内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて内視鏡システム本体に備えられている手
術用モニターに映し出される映像を視認するだけでなく、鋏部（１）によって切開される
位置を直感的に把握することができる。また、鋏部（１）によって挟み込まれている箇所
を切開することになるため、不適切な位置を誤って切開してしまうことも少ない。更に、
鋏部（１）によって挟み込まれているため、蠕動運動により切開すべき位置が動いたとし
ても、不適切な位置を誤って切開してしまうことを防止できる。そして、鋏部（１）の構
造を用いれば、導電性を有する第一の刃部（２ａ）と導電性を有する第二の刃部（３ａ）
に高周波電圧を印加することによって、切開するのと同時に切り開いた箇所を焼灼して凝
固させることによって出血を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】総胆管結石の状況を示した参考図である。
【図２】従来提供されてきたＥＳＴ用ナイフを用いる内視鏡的乳頭切開術による手術の様
子を示した参考図である。
【図３】本考案の一実施形態に係る手術用鋏の全体構造図である。
【図４】本考案の一実施形態に係る手術用鋏の鋏部を閉じた状態の一部断面図である。
【図５】本考案の一実施形態に係る手術用鋏の鋏部を開いた状態の一部断面図である。
【図６】本考案の一実施形態に係る手術用鋏の基片の断面図である。
【図７】本考案の一実施形態に係る手術用鋏を使用する状態を示した図である。
【図８】図７の拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【００２８】
まず、本考案の一実施形態に係る手術用鋏（１０）の構造について添付図面に基づいて説
明する。
【００２９】
手術用鋏（１０）は、図３に図示するように、内視鏡スコープ（Ｐ）に設けられている鉗
子孔（Ｐ２）に挿通させて使用し、生体組織に剪断力を付与して把持しながら切開する手
術用鋏であって、特に内視鏡的乳頭切開術において用いるための手術用鋏であり、操作部
（１１）と、挿入部（１２）と、高周波発生装置（１３）とを備えている。
【００３０】
操作部（１１）は、図３に図示するように、操作ワイヤー（６）が挿通された軸部（１１
ａ）と、軸部（１１ａ）の基端部に設けられた指掛リング（１１ｂ）と、操作ワイヤー（
６）の基端が連結されて軸部（１１ａ）に対して進退移動するスライダー（１１ｃ）とを
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備えており、操作ワイヤー（６）は軸部（１１ａ）に対して摺動可能に挿通されている。
【００３１】
挿入部（１２）は、図３に図示するように、操作部（１１）から延設される部位であり、
ガイドワイヤー（５）と操作ワイヤー（６）をシース（１２ａ）内に挿通させる。シース
（１２ａ）は、例えばフッ素樹脂で形成された棒状の部材のような可撓性のある長尺の部
材で形成されている。もっとも、ガイドワイヤー（５）を備えていれば、これに沿って十
二指腸乳頭部（Ｇ）の切開すべき位置まで鋏部（１）を適切に案内することができるとと
もに、操作ワイヤー（６）を備えていれば、鋏片（３）の基端部に駆動力を付与して、そ
の先端部を基片（２）に対して開閉操作することができるため、シース（１２ａ）がなく
ても特に支障はない。尚、ガイドワイヤー（５）と操作ワイヤー（６）をシース（１２ａ
）内に挿通させる際は、図４ないし６に図示するように、別個に収容部を形成して、それ
ぞれに挿通させるのが好適である。
【００３２】
操作ワイヤー（６）は、例えば、耐食性にも優れた導電性のあるステンレス鋼によって形
成されたワイヤー部材の外周面をフッ素樹脂、ダイヤモンドライクカーボン、酸化チタン
系ないしシリコン系等のセラミック材料といった各種の電気絶縁性を有する材料からなる
コーティング層で覆って電気絶縁性を具備させた部材を用いることができる。
【００３３】
高周波発生装置（１３）は、図３に図示するように、操作ワイヤー（６）を介して第１の
刃部（２ａ）および第２の刃部（３ａ）に印加する高周波電圧を生じさせる高周波発生装
置である。高周波発生装置（１３）は、電気ケーブルを介して操作部（１１）内で操作ワ
イヤー（６）と接続されているとともに、電気ケーブルを介して操作部（１１）内で操作
ワイヤー（６）と接続している患者の体表皮に当接される対局電極（１４）と接続されて
いる。
【００３４】
術者は、指掛リング（１１ｂ）に親指を挿入し、スライダー（１１ｃ）を他の２本の指で
軸部（１１ａ）の長手方向に沿って進退駆動させる。そうすると、操作ワイヤー（６）は
操作部（１１）に対して前進又は後退する。操作ワイヤー（６）はシース（１２ａ）に対
して進退可能に挿通されているため、スライダー（１１ｃ）の進退に連動して操作ワイヤ
ー（６）の先端部はシース（１２ａ）に対して前進または後退する。
【００３５】
手術用鋏（１０）における鋏部（１）の構造は、挿入部（１２）の先端部に配設される鋏
部（１）の構造であって、図４ないし６に図示するように、基片（２）と、鋏片（３）と
、開閉機構部（１５）と、取付軸（４）とからなる。
【００３６】
基片（２）は、図４ないし６に図示するように、棒状の部材であって、例えば耐食性にも
優れたステンレス鋼といった導電性のある材料で形成する。基片（２）は、その外面に導
電性を有する第一の刃部（２ａ）を有しているとともに、その内部には基片（２）の長さ
方向の全長に亘って術者が所望する位置に鋏部（１）を案内するためのガイドワイヤー（
５）を挿通するためのガイドワイヤー収容部（２ｂ）が設けられている。
【００３７】
基片（２）の内の第一の刃部（２ａ）を除く外面の全部又は一部は、例えば電気絶縁性を
有するコーティング層を形成する等して電気絶縁性を具備させている。あるいは、基片（
２）を酸化アルミニウムや二酸化ジルコニウムといったセラミック材料やポリテトラフル
オロエチレン等の樹脂材料等の電気絶縁性のある材料で形成し、第一の刃部（２ａ）のみ
を導電性のある材料で形成してもよい。
【００３８】
鋏片（３）は、図４ないし６に図示するように、棒状の部材であって、基片（２）と同様
に、例えば耐食性にも優れたステンレス鋼といった導電性のある材料で形成する。鋏片（
３）は、それを基片（２）に対して閉じた状態にした際に、第一の刃部（２ａ）に対向す
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る位置の外面に導電性を有する第二の刃部（３ａ）を有しており、操作ワイヤー（６）に
よって鋏片（３）の基端部に駆動力を付与されて、その先端部が基片（２）に対して開閉
操作される。
【００３９】
鋏片（３）の内の第二の刃部（３ａ）を除く外面の全部又は一部は、例えば、前記のよう
な各種の電気絶縁性を有する材料からなるコーティング層を形成する等して電気絶縁性を
具備させている。あるいは、鋏片（３）を上記のような電気絶縁性のある材料で形成し、
第二の刃部（３ａ）のみを導電性のある材料で形成してもよい。
【００４０】
取付軸（４）は、基片（２）に鋏片（３）の基端部を取り付けるための回動軸であって、
基片（２）に対して鋏片（３）を片開きで開閉可能に連結している。
【００４１】
開閉機構部（１５）は、図４及び５に図示するように、進退部（１５ａ）と、リンク片（
１５ｂ）とから構成されている。即ち、操作ワイヤー（６）の鋏部（１）側には進退部（
１５ａ）が一体的に連結されており、進退部（１５ａ）にはリンク片（１５ｂ）が回動可
能に連結されていて、リンク片（１５ｂ）には鋏片（３）の基端部が回動可能に連結され
ている。そうすると、操作ワイヤー（６）及び進退部（１５ａ）が操作部（１１）側に牽
引されると、リンク片（１５ｂ）及び鋏片（３）は略直線状になり、鋏片（３）の先端部
は基片（２）に対して閉鎖状態になる。他方、操作ワイヤー（６）および進退部（１５ａ
）が鋏部（１）側に押し出されると、リンク片（１５ｂ）が取付軸（４）に接近して鋏片
（３）を駆動し、鋏片（３）の先端部は基片（２）に対して開放状態になるのである。
【００４２】
保持枠（１２ｂ）は、筒状の部材であって、基片（２）の操作部（１１）側の端部がその
内部に収容され固定されているとともに、操作ワイヤー（６）の鋏部（１）側の端部と進
退部（１５ａ）がその内部に進退可能に収容されている。保持枠（１２ｂ）は、その操作
部（１１）側がシース（１２ａ）の鋏部（１）側端部に取り付けられている。
【００４３】
以上が、本考案の一実施形態に係る手術用鋏（１０）の構造についての説明である。次に
、本考案の一実施形態に係る手術用鋏（１０）の使用態様について添付図面に基づいて説
明する。
【００４４】
内視鏡スコープ（Ｐ）は、従来技術に係る公知の内視鏡スコープであり、図示するように
、その先端部の周面に内視鏡レンズ（Ｐ１）が取り付けられているとともに、内視鏡レン
ズ（Ｐ１）の近傍には鉗子孔（Ｐ２）が設けられており、手術用鋏（１０）を出し入れで
きる構造になっている。尚、内視鏡スコープ（Ｐ）には、他にも水や空気等を送り出すた
めのノズル、患者の体内を照らすためのライト、及び各種の処置具を出し入れするための
処置具出入口等も併せて設けられていてもよい。
【００４５】
術者は、図７及び８に図示するように、内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて手術用モニターに
映し出される映像を視認しながら、患者の口腔から、食道（Ａ）、胃（Ｂ）を介して十二
指腸（Ｃ）まで内視鏡スコープ（Ｐ）を挿入し、鉗子孔（Ｐ２）から総胆管（Ｆ）内へと
カテーテルを挿入して造影剤を注入して、総胆管（Ｆ）の内部形状等を観察する。
【００４６】
次に、術者は、ガイドワイヤー（５）を内視鏡スコープ（Ｐ）内に挿入し、鉗子孔（Ｐ２
）から伸長させて総胆管（Ｆ）内へと挿入する。そして、術者は、ガイドワイヤー収容部
（２ａ）内にガイドワイヤー（５）を挿通させた後、内視鏡スコープ（Ｐ）内に挿入部（
１２）を挿入し、ガイドワイヤー（５）によって切開すべき位置へと適切に案内しながら
、総胆管（Ｆ）内へと基片（２）に対して鋏片（３）の先端部を閉鎖したまま鋏部（１）
を挿入する。
【００４７】
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鋏部（１）が切開すべき位置に到達したならば、術者は、操作部（１１）を操作して、基
片（２）に対して鋏片（３）の先端部を開放して、第１の刃部（２ａ）と第２の刃部（３
ａ）とによって十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開を所望する位置を挟み、剪断力を付与して把
持する。そして、術者は、操作ワイヤー（６）を介して、第１の刃部（２ａ）と第２の刃
部（３ａ）に高周波電圧を印加し、第１の刃部（２ａ）と第２の刃部（３ａ）とによって
挟み込んでいる箇所を切開し、総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ）側の出口を切り広げる。
【００４８】
この時、術者は内視鏡スコープ（Ｐ）の先端部に備えられている内視鏡レンズ（Ｐ１）を
通じて内視鏡システム本体に備えられている手術用モニターに映し出される映像を視認す
るだけでなく、第一の刃部（２ａ）と第二の刃部（３ａ）とによって切開される位置を直
感的に把握することができる。また、第一の刃部（２ａ）と第二の刃部（３ａ）とによっ
て挟み込まれている箇所を切開することになるため、不適切な位置を誤って切開してしま
うことも少ない。更に、第一の刃部（２ａ）と第二の刃部（３ａ）とによって挟み込まれ
ているため、蠕動運動により切開すべき位置が動いたとしても、不適切な位置を誤って切
開してしまうことを防止できる。
【００４９】
よって、術者は、その表層のみならず、切開すべき位置を十分に確認した上で、十二指腸
乳頭部（Ｇ）を切開することができる。そうすると、十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開が浅過
ぎたり短か過ぎたりして、総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ）側の出口を十分に切り広げるこ
とができず、速やかに総胆管結石（Ｙ）を取り出せなくなったり、あるいは嵌頓して取り
出せなくなることはなく、あるいは十二指腸乳頭部（Ｇ）の切開が深過ぎて、内部の血管
まで切断してしまい大出血を引き起こしたり、後腹膜まで穿孔したりするおそれもなくな
るため、十二指腸乳頭部（Ｇ）を切開する際の安全性ないし確実性を高めることができる
。そして、このことは手術時間の短縮等にもつながるため、ひいては術者の労力の負担及
び患者の体力の負担を軽減することにもつながるのである。
【００５０】
もちろん、鋏部（１）は、上記のような構造であるから、導電性を有する第一の刃部（２
ａ）と導電性を有する第二の刃部（３ａ）に高周波電圧を印加することによって、十二指
腸乳頭部（Ｇ）を切開するのと同時に切り開いた箇所を焼灼して凝固させることによって
出血を防止することができる。
【００５１】
また、基片（２）において通電する第一の刃部（２ａ）を除く外面の全部又は一部及び／
又は鋏片（３）において通電する第二の刃部（３ａ）を除く外面の全部又は一部に電気絶
縁性を具備させているため、術者が誤って切開する対象でない生体組織に鋏部（１）を接
触させてしまった際も、患者に火傷を負わせてしまうおそれを低減することができる。
【００５２】
術者は、基片（２）に対して鋏片（３）の先端部を閉鎖して、鋏部（１）、挿入部（１２
）、及びガイドワイヤー（５）を内視鏡スコープ（Ｐ）の内部から脱出させる。そして、
総胆管結石（Ｙ）が大きい場合には回収し易いようにこれを砕石用バスケット等の各種の
破石具を使用して破砕した上で、上記のようにして切り広げられた十二指腸乳頭部（Ｇ）
から手術用バスケット等の専用処置具を総胆管（Ｆ）内に挿入し、総胆管結石（Ｙ）を回
収して総胆管（Ｆ）の内部から除去する。
【符号の説明】
【００５３】
１　鋏部
２　基片
２ａ　第１の刃部
２ｂ　ガイドワイヤー収容部
３　鋏片
３ａ　第２の刃部
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４　取付軸
５　ガイドワイヤー
６　操作ワイヤー
１０　手術用鋏
１１　操作部
１１ａ　軸部
１１ｂ　指掛けリング
１１ｃ　スライダー
１２　挿入部
１２ａ　シース
１２ｂ　保持枠
１３　高周波発生装置
１４　対局電極
１５　開閉機構部
１５ａ　進退部
１５ｂ　リンク片
Ａ　食道
Ｂ　胃
Ｃ　十二指腸
Ｄ　肝臓
Ｅ　胆嚢
Ｆ　総胆管
Ｇ　十二指腸乳頭部
Ｈ　膵臓
Ｉ　膵管
Ｐ　内視鏡スコープ
Ｐ１　内視鏡レンズ
Ｐ２　鉗子孔
Ｑ　ＥＳＴ用ナイフ
Ｒ　ガイドワイヤー
Ｘ　胆石
Ｙ　総胆管結石



(11) JP 3211674 U 2017.7.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 3211674 U 2017.7.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



专利名称(译) 手术用铗

公开(公告)号 JP3211674U 公开(公告)日 2017-07-27

申请号 JP2017002204U 申请日 2017-05-18

申请(专利权)人(译) 三并 敦

当前申请(专利权)人(译) 三并 敦

[标]发明人 三並敦

发明人 三並 敦

IPC分类号 A61B17/3201 A61B1/018 A61B18/14

FI分类号 A61B17/3201 A61B1/018.515 A61B18/14

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种外科手术剪，当执行内窥镜乳头切开术时，能
够将剪刀部分适当地引导至十二指肠乳头部分的切口位置。解决方案：
这是一种手术剪刀，其中插入用于引导剪刀部分1和操作线6的引导线5，
并且剪刀部分1由基部件2，剪刀件3，开/关机构部分形成基部件2具有第
一叶片部分2a，并且引导线5穿过基部件2插入。剪刀片3具有第二刀片部
分3a，并且通过操作线6将驱动力施加到剪刀片3的近端部分，尖端部分
被打开和关闭相对于基座元件2，切换机构包括正向和反向部分，由一个
连杆片15b的，安装轴4，一种剪刀件3，它是一个枢轴，用于将剪刀件3
的基端部连接到基件2上，并且通过一个开口可打开和可关闭地连接到基
件2上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6b1130e5-75f3-47e1-a1af-adb64e175342
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059384474/publication/JP3211674U?q=JP3211674U

